
東京立正短期大学　統括管理責任者

対象者 1/四半期 2/四半期 3/四半期 4/四半期 備考

◇教授会
・研究費使用ルール
・不正防止の取組等
（教員連絡会不参加
者多数の場合）

共通

◆学内理事会
（報告・意見交換）
・前年度内部監査結
果等

◆学内理事会
（報告・意見交換）
・不正防止計画実施
状況等

役員向け

管理者向け

◆不正防止計画説明
会
・各管理者の役割
・不正防止計画に基
づく各専攻課程の取
組
・コンプライアン
ス・啓発活動の年間
実施計画
・相談・告発を受け
た場合の対応

※支給時にあわせ
て実施研究費から謝

金、旅費等の
支給を受ける
学生向け

研究者向け

◆教員連絡会
・研究費使用ルール
・不正防止の取組等

◆教授会
・研究費使用ルール
・コンプライアンス
の基本的理解（行動
規範、不正防止の取
組（相談窓口、告発
制度、懲戒制度等）

◆教授会
・研究費使用ルール
・コンプライアンス
の基本的理解（行動
規範、不正防止の取
組（相談窓口、告発
制度、懲戒制度等）

◆教員連絡会
・研究費使用ルール
・不正防止の取組等

事務職員(総
務部）向け

※半期に１回は不
正防止に関する
テーマを扱う

※コンプライアン
ス教育において
は、質問により理
解度の確認を行
う。

※統括管理者から
不正防止計画等の

説明を行う

　　コンプライアンス教育・啓発活動実施計画

※意識調査の実施
を検討（３~5年に
１回程度）

※学内理事への報
告及び啓発活動と
して位置付け

◆コンプライアンス
強化月間
・不正防止意識の高
揚
・相談窓口・告発制
度の周知

その他研究者向けと同様のものを受講

【随時実施】
・謝金、旅費等、本人が支給を受ける経費に関する基本的なルールと不正事例
・ルールに違反した行為（虚偽の報告を指示された、受給後に還元を要求され
た等）に関する相談窓口
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